
長崎県医師会報　第916号　令和 4 年（2022年）5月 13

《 長崎新聞　令和 4年 4月 25 日日朝刊より 》
※新聞記事のレイアウトを変更しております。新

聞
掲
載
記
事
よ
り

【
回
答
】
国
民
皆
保
険
制
度

に
よ
り
、
わ
が
国
は
全
国

民
の
公
的
医
療
保
険
加
入

を
義
務
付
け
て
い
ま
す
。

健
康
保
険
証
は
公
的
医
療

保
険
に
加
入
し
て
い
る
こ

と
の
証
明
証
で
、
受
診
の

際
に
提
示
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
で
す
が
、
保
険

証
が
な
く
て
も
本
人
確
認

が
で
き
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
用
い
て
、
医
療

機
関
が
オ
ン
ラ
イ
ン
で
患

者
の
加
入
資
格
を
確
認
で

き
る
仕
組
み
が
昨
年
10
月
、

導
入
さ
れ
ま
し
た
。

　

公
的
医
療
保
険
に
は
大

ま
か
に
▽
会
社
な
ど
に
勤

め
て
い
る
人
が
加
入
す
る

「
被
用
者
保
険
」
▽
自
営
業

や
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
、
非
正

規
雇
用
者
、
会
社
を
退
職

し
た
人
な
ど
が
加
入
す
る

「
国
民
健
康
保
険
」
▽
75

歳
以
上
の
人
を
対
象
と
す

る
「
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
」－
の
三
つ
が
あ
り
ま
す
。

　

患
者
は
受
診
の
際
に
そ

れ
ぞ
れ
の
保
険
証
を
提
出

す
る
と
、
窓
口
で
の
支
払

い
が
医
療
費
の
一
定
額
で

済
み
ま
す
。
残
り
の
費
用

は
、普
段
か
ら
保
険
者
（
保

険
料
を
集
め
て
医
療
費
を

払
う
団
体
）
に
支
払
っ
て

い
る
保
険
料
と
、
国
が
負

担
す
る
公
費
か
ら
医
療
機

関
に
支
払
わ
れ
ま
す
。
国

や
保
険
者
は
、
医
療
機
関

か
ら
提
出
さ
れ
る
レ
セ
プ

ト
（
診
療
報
酬
明
細
書
）

で
支
払
額
な
ど
を
確
認
し

ま
す
。

　

一
方
、
健
康
保
険
証
の

本
人
確
認
は
ど
の
よ
う
に

行
わ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。
国
民
皆
保
険
制
度

が
定
着
し
、
健
康
保
険
証

は
本
人
が
持
つ
も
の
と
し

て
国
民
に
認
識
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
医
療

機
関
に
お
い
て
も
同
様
で
、

持
参
し
た
人
の
本
人
確
認

は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
が

実
情
で
す
。
た
だ
し
、
患

者
の
資
格
の
失
効
・
変
更

時
に
は
医
療
機
関
に
再
確

認
が
通
達
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

で
す
が
、
昨
今
の
社
会

情
勢
や
デ
ジ
タ
ル
化
の
中

で
、
健
康
保
険
証
の
本
人

確
認
が
重
要
に
な
っ
て
き

ま
し
た
。
だ
か
ら
と
い
っ

て
今
後
、
顔
写
真
や
デ
ジ

タ
ル
認
証
チ
ッ
プ
付
き
で

本
人
確
認
が
で
き
る
健
康

保
険
証
に
移
行
さ
せ
る
の

は
、
各
保
険
者
に
と
っ
て

大
き
な
負
担
と
な
り
ま
す
。

保
険
料
の
引
き
上
げ
と
い

う
形
で
被
保
険
者
に
し
わ

寄
せ
が
く
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
そ
こ
で
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
用
い
た

資
格
確
認
が
導
入
さ
れ
ま

し
た
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

自
体
の
国
民
へ
の
普
及
は

ま
だ
不
十
分
な
上
、
カ
ー

ド
を
用
い
た
オ
ン
ラ
イ
ン

資
格
確
認
が
で
き
る
医
療

機
関
も
ま
だ
少
な
い
の
が

現
状
で
す
。
今
す
ぐ
多
く

の
人
が
活
用
が
で
き
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら

保
険
者
、
医
師
会
は
本
シ

ス
テ
ム
の
普
及
を
目
指
し

て
い
ま
す
。
ご
理
解
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

（
県
医
師
会
）

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

　この欄では県医師会が医療制度全般の質
問にお答えします。質問希望の方は知りた

い内容を分かりやすくまとめ、〒852-8601、長崎市茂里町3の1、長崎新
聞社生活文化部「医療制度Q＆A」係までお送りください。不明な点を
お聞きする場合がありますので住所、氏名、年齢、性別、電話番号を明
記してください。なお、直接本人への回答はいたしません。

保
険
証
代
わ
り
に
マ
イ
ナ
カ
ー
ド

ネ
ッ
ト
で
本
人
確
認
可
能

ネ
ッ
ト
で
本
人
確
認
可
能
社
会
情
勢
や

デ
ジ
タ
ル
化
に
対
応

【
質
問
】
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
用
い
た
健
康
保
険
証

の
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

�
 （

18
歳
、
大
学
生
）

質問をどうぞ

祝祝慶慶・・会会員員のの栄栄誉誉
心からお祝い申し上げますとともに、今後益々のご健勝と御活躍を祈念いたします。

福島　喜代康 先生（諫　早）

第25回秩父宮妃記念結核予防功労賞（ 3月 8日）


